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令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
瑞
浪
市
陶
町
水
上
八
二
九
番
地

山
十
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊
藤

和
正

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
旧
サ
ク
ラ
工
業
株
式
に
つ

き
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
そ
の
全
部
を
当
社
が
取

得
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

な
お
、効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
で
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
半
田
町
一
八
番
地

サ
ク
ラ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
野

貴
大

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

三
重
県
四
日
市
市
九
の
城
町
四
番
二
一
号

フ
ジ
サ
ワ
化
成
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
澤

雅
人

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

広
島
県
安
芸
郡
坂
町
北
新
地
四
丁
目
一
番
三
九
号

新
和
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

酒
井

俊
彦

株
式
分
割
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
株
式
三
千
株
を
三
万
株
に
分
割
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
で
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

東
京
都
港
区
六
本
木
二
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
L
o
g
o
s&
P
a
th
o
s
C
o
n
su
ltin
g

代
表
取
締
役

山
下

哲
生

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
十
九
日
掲
載
の
吸
収
分
割
公
告
中
、
乙

の
住
所
「
東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
と
あ
る
は
「
東
京
都
中
央
区
八
丁
堀

四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ
Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
四
谷
二
丁
目
九
番
地
一
五
東
京
ユ

ナ
イ
テ
ッ
ド
綜
合
事
務
所
内

（
甲
）
ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
２
２
号
合
同
会
社

代
表
社
員

ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
２
２
号
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

池
田

卓
也

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内

（
乙
）
ブ
ル
ー
ス
カ
イ
パ
ワ
ー
１
号
合
同
会
社

代
表
社
員

ブ
ル
ー
ス
カ
イ
パ
ワ
ー
１
号
Ｈ

Ｄ
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

出
澤

貴
人

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
十
九
日
掲
載
の
吸
収
分
割
公
告
中
、
乙

の
住
所
「
東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
と
あ
る
は
「
東
京
都
中
央
区
八
丁
堀

四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ
Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
四
谷
二
丁
目
九
番
地
一
五
東
京
ユ

ナ
イ
テ
ッ
ド
綜
合
事
務
所
内

（
甲
）
ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
２
２
号
合
同
会
社

代
表
社
員

ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
２
２
号
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

池
田

卓
也

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内

（
乙
）
ソ
ー
ラ
ー
ク
ロ
ー
バ
ー
合
同
会
社

代
表
社
員

Ｒ
Ｂ
ソ
ー
ラ
ー
ラ
イ
ト
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

出
澤

貴
人

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
十
九
日
掲
載
の
吸
収
分
割
公
告
中
、
乙

の
住
所
「
東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
と
あ
る
は
「
東
京
都
中
央
区
八
丁
堀

四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ
Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
四
谷
二
丁
目
九
番
地
一
五
東
京
ユ

ナ
イ
テ
ッ
ド
綜
合
事
務
所
内

（
甲
）
ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
２
３
号
合
同
会
社

代
表
社
員

ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
２
３
号
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

池
田

卓
也

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内

（
乙
）
ブ
ル
ー
ス
カ
イ
パ
ワ
ー
１
号
合
同
会
社

代
表
社
員

ブ
ル
ー
ス
カ
イ
パ
ワ
ー
１
号
Ｈ

Ｄ
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

出
澤

貴
人

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
十
九
日
掲
載
の
吸
収
分
割
公
告
中
、
乙

の
住
所
「
東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
と
あ
る
は
「
東
京
都
中
央
区
八
丁
堀

四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ
Ｊ
税
理
士
法
人
内
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
十
日

東
京
都
新
宿
区
四
谷
二
丁
目
九
番
地
一
五
東
京
ユ

ナ
イ
テ
ッ
ド
綜
合
事
務
所
内

（
甲
）
ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
２
３
号
合
同
会
社

代
表
社
員

ブ
ル
ー
イ
ン
フ
ラ
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
２
３
号
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

池
田

卓
也

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
四
丁
目
二
番
一
〇
号
Ａ
Ｏ

Ｊ
税
理
士
法
人
内

（
乙
）
ソ
ー
ラ
ー
ペ
タ
ル
合
同
会
社

代
表
社
員

ソ
ー
ラ
ー
ペ
タ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

出
澤

貴
人

令
和
七
年
九
月
三
十
日
（
号
外
第
二
百
十
八
号
）
公
布

法
務
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
四
号
（
外
国
人
の
育
成
就
労

の
適
正
な
実
施
及
び
育
成
就
労
外
国
人
の
保
護
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
）

（
原
稿
誤
り
）

二
四
九
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
一
二
行
目
「
監
理
型
育

成
就
労
実
施
者
が
」
を
削
る
。
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